
 

 

 

 

 「とうきょう森づくり貢献認証制度」では、森林整備に協賛（費用支援）する企業を森林

整備による二酸化炭素吸収量を数値化して貢献認定（森林整備サポート認定）しています。 

 その対象となる森林は、手が行き届いていない、補助事業の要件に縛られずに除伐・間伐

をしたいなど、整備を必要とする次のような森林です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

森林所有者 

 

 

≪再生事業や補助間伐ができない次のような森林≫ 

●小面積の森林（０.１ha 以上で OK） 

●雪害の幹折れ、傾斜、根返・根抜け、欠頂した木で荒れている。 

●沢が荒れている。●一部に崩壊地もある。 

●道路や家の近くで風倒が心配だ。 

竹の侵入があって整理したい。 

●再生事業地でない森林 

（再生事業の協定では期間途中の伐採（間伐）が制限されている。） 

●補助間伐５年経過の森林で、再度間伐したい。 

 

このような森林で除伐や間伐を行って、 

もれなく森林整備を進めよう。 

 

 

森林協会 

企業等 森林所有者 

森林組合 

サポート対象森林 

① 候補森林拾い出し 

③ 協定 

⑤ 森林整備 

 
④ 費用支援 

 ② 意向確認 

(マッチング) 

森林整備の選択肢に「サポート認定」 
による施業を加えて下さい。 

東京都森林協会 

042-597-2881 

他の事業体 

 

 


